
第980 地 域 安 全 情 報 手 稲 警 察 署
（１１.２８～１２.４） ～安全・安心 ていねっていいね！～ （代表011-686-0110）

事 件 情 報

○ 万引きは犯罪です！
万引きは今年に入ってから手稲区内で認知した窃盗犯罪のうち、自転車の盗難に次いで２番目に多

く発生している犯罪です。
万引きは、１０年以下の懲役または５０万円以下の罰金の刑罰が科せられる窃盗罪です。
万引きされた被害店舗の損害は多大であることを認識し、「万引きは犯罪である」という規範意識

を持ちましょう。
また、悪い誘いには強い意志を持って断り、自ら犯罪に関わることがないようにしましょう。

交 通 情 報

○ １１月２８日から１２月４日までの間における手稲区内での交通事故発生状況
この期間中における人身交通事故は、前年比＋３件となる７件、物件交通事故は前年＋１０件とな

る６７件発生しています。
ドライバーの方は、見通しが悪い交差点を通行する際には、左右の安全確認を徹底してください。

○ スリップ事故防止のために！
例年雪の降り始めの時期はスリップ事故など交通事故が多発します。
先月道内でもスリップによる重大事故が発生しています。
「スピードダウン」「早めのブレーキ」を心掛けましょう。
また、走行中の急の付く運転(急発進・急ハンドル・急ブレーキ)は車をスリップさせる原因になり

ますので、やめましょう。
天候や気温、時間帯によって道路状況は変化しますので、道路状況をしっかりと確認して安全な運

転に努めましょう。
○ 車の雪おろしをしっかり！

雪を乗せたまま運転することは危険です！
走行中に車内の気温が上がり、車の屋根の雪が滑り落ちて視界を塞ぐと思わぬ重大事故となります。
屋根から落ちた雪は重く、ワイパーだけで取り除くことはできません。
運転する前に、車の雪をしっかり落としてから運転しましょう。
時間にゆとりを持って行動し、安全運転に努めましょう。

警察署からのお願い（お知らせ）

○ 子供をネット犯罪から守るために
スマートフォンやタブレット等の急速な普及により、大人の目が届きにくいところで、子供達が犯

罪の被害者や加害者になってしまったり、ＳＮＳに起因し性被害にあってしまうケース、他人のプラ
イバシーを侵害してしまうなど、事件やトラブルに巻き込まれる事例が発生しています。
そのため、スマートフォン・ＳＮＳを安全に利用するために、
・ 「フィルタリング」という有害情報へのアクセスを制限する機能等を利用しましょう。
・ 「家庭のルール」を作りましょう

普段からご家庭でよく話をし、困った時に相談しやすい環境を作ってください。

◯ 国際電話番号からかかってくる電話にご注意ください
国際電話番号からかかってくる電話による特殊詐欺の被害が増加しています。
国際電話番号は＋（プラス）から始まる番号で表示されます。
海外に要件のない方は、＋（プラス）から始まる電話番号の着信は詐欺を疑い、電話に出ない、か

け直さないようにしましょう。

○ タイヤの盗難被害にご注意ください
道内では昨年に比べてタイヤの盗難被害が増加傾向にあります。
タイヤの交換時期はタイヤの保管方法を見直すタイミングとなります。
大切なタイヤを盗まれないようにするために、
・タイヤは車庫や物置などのカギのかかる場所に保管する
・タイヤをチェーンなどで連結して保管する
・保管場所付近にセンサーライト、アラームなどの防犯機器を設置する

といったポイントがありますので、ぜひご検討ください。


